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(57)【要約】
【課題】本発明はシートカバーを含む温水洗浄器に関し
、特に照明部材を備えたシートカバーを含む温水洗浄器
を提供する。
【解決手段】本発明の技術的思想による温水洗浄器は、
シートカバーは便器に設けられる本体及び前記本体に結
合されるシートカバーを含み、前記シートカバーは前記
シートカバーの一側に形成され、前記本体から供給され
た電源を印加して動作する照明部材を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器に設けられる温水洗浄器において、
　前記便器に設けられる本体と、
　前記本体に結合されるシートカバーと、を含み、
　前記シートカバーは前記シートカバーの一側に形成され、電源供給装置から供給される
電源を印加して動作する照明部材を含むことを特徴とする温水洗浄器。
【請求項２】
　前記照明部材は、前記シートカバーの内側または外側に形成されることを特徴とする請
求項１に記載の温水洗浄器。
【請求項３】
　前記照明部材は、前記シートカバーの内側及び外側に両方に形成されることを特徴とす
る請求項１に記載の温水洗浄器。
【請求項４】
　前記照明部材は、前記シートカバーの内側に位置し、
　前記シートカバーは前記照明部材から放出される光が透過する透過部を含むことを特徴
とする請求項１に記載の温水洗浄器。
【請求項５】
　前記透過部は、透明部材で形成されることを特徴とする請求項４に記載の温水洗浄器。
【請求項６】
　前記シートカバーは、互いに結合される第１カバー及び第２カバーからなることを特徴
とする請求項１に記載の温水洗浄器。
【請求項７】
　前記シートカバーは、前記第１カバーに形成される第１透過部と、
　前記第２カバーに形成される第２透過部と、を含むことを特徴とする請求項６に記載の
温水洗浄器。
【請求項８】
　前記シートカバーは、前記第１及び前記第２カバーとの間に位置するパッキング部材を
さらに含むことを特徴とする請求項６に記載の温水洗浄器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートカバーを有する温水洗浄器に関し、特に照明部材を備えるシートカバ
ーを有する温水洗浄器（Bidet including seat cover having lighting elements）に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に温水洗浄器と称するビデは、便器に設けられて人体の肛門や局所を洗浄するため
に用いる洗浄設備であって、用便後にノズルを介して噴射する洗浄水で肛門やその周辺を
洗浄する肛門洗浄、前記洗浄水で女性の局所を自動洗浄する局所洗浄及び洗浄水が噴射さ
れるノズルを連続的に前後させ、この運動によりマッサージ効果を得るマッサージ洗浄機
能を有する。
【０００３】
　特許文献１（２００５年７月２６日発行）のように、従来の温水洗浄器は、洗浄水が使
用者の肛門側に噴射されるノズル部と前記ノズル部に洗浄水が供給されるように水道栓と
接続されている給水ラインとを有する本体部からなり、この本体部には、使用者が座って
用便することができる便座が互いに連結されることで、洋式便器に設けられた一般的な構
成を有し、トイレなどに設置される。
【０００４】
　しかし、従来の温水洗浄器には照明機能がなく、ルーム（例えば、トイレ）内のメイン
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照明に依存していた。前記ルーム内のメイン照明はルーム全体に照明をもたらすものであ
って、前記温水洗浄器が設けられた便器の特定部位を照射しないので、使用者が温水洗浄
器の便座に座った場合、メイン照明からの明りは遮断されやすく、そのために使用者が便
器の状態（例えば、異物存在可否や清潔状態）を確認するためには便座から離れるか若し
くは別の照明装置（例えば、フラッシュ）を用いるしかない不便さがあった。
【０００５】
　特に、夜間または就寝中に温水洗浄器を使用する場合は、メイン照明に依存してしまう
ので、使用者は強烈な光に眩しく感じるなど、再び眠るのに長時間が所要されるなどの不
便さを感じていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】大韓民国特許出願公開第１０－２００５－００７６３３５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、上記のような従来の問題点を解決するためのものであって、温水洗
浄器に備えるシートカバーの一端に照明部材を設置構成することによって、使用者が温水
洗浄器の便座に座った状態でも便器の状態を確認することができるので、夜間に温水洗浄
器を使用する際、メイン照明の眩しさを防止することができるなど、使用者の便宜を増進
させることができる温水洗浄器を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、上記のように温水洗浄器のシートカバーに設けられた照明部材に電源
を供給するためのヒンジ構造を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を達成するための本発明の技術的思想による温水洗浄器は、便器に設けられた
本体及び前記本体に結合されるシートカバーを含み、前記シートカバーは前記シートカバ
ーの一側に形成され、前記本体が供給する電源を印加して動作する照明部材を含む。
【００１０】
　このとき、前記照明部材は、前記シートカバーの内側または外側に形成することができ
、または両側に形成することができる。
【００１１】
　ここで前記照明部材は前記シートカバーの内側に位置され、前記シートカバーは前記照
明部材から放出される光が透過する透過部を含み、前記透過部は透明部材で形成される。
【００１２】
　また、前記シートカバーは、互いに結合される第１カバー及び第２カバーからなってい
る。
【００１３】
　このとき、前記シートカバーは、前記第１カバーに形成される第１透過部及び前記第２
カバーに形成される第２透過部を含むことが好ましい。
【００１４】
　ここで前記シートカバーは、前記第１及び第２カバーの間に位置するパッキング部材を
さらに含むことができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明によれば、使用者が温水洗浄器の便座に座った状態において
も便器状態を確認することができ、夜間に温水洗浄器を使用する際にメイン照明による眩
しさを防止することができるなど、使用者の便宜を増進させることができる。
【００１６】
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　また、トイレのうす暗い雰囲気を温水洗浄器の照明を利用して使用者に明るいイメージ
を与えることができ、特に子供の好奇心を刺激して排便活動をする乳児にトイレでの排便
に対する拒否感をなくすことができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例による温水洗浄器が設けられた便器の構造を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施例による温水洗浄器に設けられたシートカバーの分離斜視図である
。
【図３】本発明の実施例によるシートカバー内側の部品構成図である。
【図４】図３のＡ領域でのヒンジ部の拡大図である。
【図５】本発明の実施例による本体の電源連結部の構成を示す正面図である。
【図６】本発明の実施例による本体の電源連結部の構成を示す側面図である。
【図７】本発明の実施例によるヒンジ部と電源連結部との結合状態図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の前記目的、技術的構成及びこれによる作用効果に関する詳細事項は、本発明の
実施例を示す図面を参照しながら以下の詳細な説明によって明確に理解することができる
。ここで、本発明の実施例は、当業者に本発明の技術的思想が十分に伝達できるようにす
るために説明される。また、本発明は以下に説明する実施例に限定されず、他の形態に具
体化されることができる。
【００１９】
　図１は、本発明の実施例による温水洗浄器が設けられた便器の構造を示す斜視図であり
、図２は本発明の実施例による温水洗浄器に設けられたシートカバーの分離斜視図である
。
【００２０】
　図１及び図２を参照すると、本発明の実施例による温水洗浄器２００は、便器１００に
設けられ、前記便器１００に設けられる本体２１０及び前記本体２１０に結合されるシー
トカバー２２０を含む。また、前記温水洗浄器２００は前記本体２１０に結合され、前記
便器１００上端と前記シートカバー２２０との間に位置するシート２３０をさらに含むこ
とができる。
【００２１】
　このとき、一般的に前記シートカバー２２０及びシート２３０は、前記本体２１０内部
に設けられた回転装置とヒンジ結合されて上下に動くように設けられる。
【００２２】
　前記シートカバー２２０は、前記シートカバー２２０の一側に形成され、前記本体２１
０と電気的に接続される照明部材２４０を含む。一実施例として、前記照明部材２４０は
、外部から印加する電源を受けて動作することができるが、この構成については、本発明
の一実施例である図３ないし図７を参照して後述する。
【００２３】
　本発明の実施例では、前記照明部材２４０が前記シートカバー２２０の内側に設けられ
ていることを例として説明するが、これに限定せず、前記照明部材２４０は前記シートカ
バー２２０の外側に設けられることができ、内側及び外側の両方に設けられることができ
る。しかしながら、本実施例が前記照明部材２４０の位置を限定するものではない。
【００２４】
　ただし、前記照明部材２４０が前記シートカバー２２０の外側に位置する場合、湿気や
水分などにより前記照明部材２４０が損傷することを防止するために前記照明部材２４０
に防水処理作業（例；コーティング作業）が追加されるか、または前記照明部材２４０を
設けるための別の空間を確保する必要がある。
【００２５】
　前記シートカバー２２０について詳しく説明すると、本実施例のように、前記照明部材
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２４０が前記シートカバー２２０の内側に設けられた場合、前記照明部材２４０から放出
される光が前記シートカバー２２０を透過できるように、前記シートカバー２２０は一側
に形成される透過部２５０を含むことができる。
【００２６】
　このとき、前記照明部材２４０から放出される光が前記透過部２５０を通過する透過率
を高めるために、前記透過部２５０は前記照明部材２４０と対応されるように位置するこ
とができる。しかし、前記透過部２５０が形成される位置を本実施例に限定しない。
【００２７】
　図２に示すように、前記シートカバー２２０は互いに結合する第１カバー２２１及び第
２カバー２２３からなることができ、前記第１カバー２２１と前記第２カバー２２３との
結合部位に湿気や水分が浸透することを防止できるように、前記第１及び第２カバー２２
１、２２３の間に位置するパッキング部材２２５をさらに含むことができる。
【００２８】
　このとき、前記第１及び第２カバー２２１、２２３は、互いに異なる構成要素であるこ
とを説明するためのものであって、一構成要素を他の構成要素と区別する目的として用い
られる。よって、第１及び第２構成要素は当業者の便宜的に任意に名付けることができる
。
【００２９】
　前記シートカバー２２０が一体型に形成される場合には、前記照明部材２４０を前記シ
ートカバー２２０の内側に設けるのが難しいが、本実施例のように前記シートカバー２２
０が分離型に形成されると、前記照明部材２４０を前記シートカバー２２０の内側に設け
るのがより容易になるという長所がある。しかし、本実施例が前記シートカバー２２０の
形状を限定するものではない。
【００３０】
　前記パッキング部材２２５はシリコンまたはラバーで形成することができ、本実施例が
前記パッキング部材２２５の材質を限定せず、湿気や水分の浸透が防止できる材質であれ
ばそれでよい。
【００３１】
　このとき、本発明の実施例によれば、前記透過部２５０は、前記第１カバー２２１に形
成される第１透過部２５１及び前記第２カバー２２３に形成される第２透過部２５３から
なることができる。勿論、前記透過部２５０は前記第１カバー２２１及び第２カバー２２
３のうちのいずれか１つだけに形成することができる。
【００３２】
　ただし、前記透過部２５０が前記第１及び第２カバー２２１、２２３のうちのいずれか
１つに形成される場合よりも第１及び第２カバー２２１、２２３両方に形成されることが
照明度を高めることができ、前記シートカバー２２０の移動時にも均一な照明をもたらす
ことができる長所がある。
【００３３】
　例えば、前記シートカバー２２０は、前記便器１００の便器口１０１を開閉するために
、ａ方向またはｂ方向に移動することができる。このとき、前記シートカバー２２０がａ
方向に移動して下ろされていて、前記第２カバー２２３だけに第２透過部２５３が形成さ
れた場合には、前記便器口１０１及び前記シートカバー２２０によって前記第２透過部２
５３が密封された形態になるので、前記第２透過部２５３を透過した光で照明効果を期待
することはできない。
【００３４】
　その反対に、前記シートカバー２２０がｂ方向に移動して上がっていて、前記第１カバ
ー２２１だけに第１透過部２５１が形成された場合には、前記第１透過部２５１が、用便
を外部に排出するための水が保存されているタンク１０２と前記シートカバー２２０との
間に位置し、十分な照明をもたらすことができなくなる場合もある。
【００３５】
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　前記透過部２５０は透明部材であって、前記第１及び第２カバー２２１、２２３に形成
された開口部上に位置する透明フィルムとすることができる。前記透過部２５０を形成す
る一実施例として、前記第１及び第２カバー２２１、２２３を成形する過程において前記
透過部２５０を形成しようとする位置に開口部を形成した後、前記開口部を透明フィルム
などで覆うことで形成される。または、透明二重射出によって形成される。前記透過部２
５０の形成方法は、本実施例に限定されるものではない。
【００３６】
　前記照明部材２４０は、前記透過部２５０と対応されるように形成することが好ましく
、このようにすることによって透過効率を高める利点がある。
【００３７】
　前記照明部材２４０は一実施例として、印刷回路基板（Printed circuit board: PCB）
に複数のＬＥＤまたは蛍光ランプが実装された形態とすることができる。
【００３８】
　前記照明部材２４０に電源を印加する方法及びそれを実現するための構造は多様である
が、以下においては、一実施例を示す図３ないし図７を参照して説明する。しかし、シー
トカバー２２０に備えられた照明部材２４０は、下記のような電源供給構成だけで動作す
るのではなく、下記のような電源供給構成に本願発明が限定されない。
【００３９】
　図３は本発明の実施例によるシートカバー内側を示す部品構成図であり、図４は図３の
Ａ領域におけるヒンジ部の拡大図であり、図５及び図６は本発明の実施例による本体の電
源連結部の構成を示す正面図及び側面図であり、図７は本発明の実施例によるヒンジ部と
電源連結部との結合状態図を示す。
【００４０】
　図３ないし図７を参照し、シートカバー２２０に形成される照明部材２４０に電源を供
給するための本発明の一実施例による構成は、前記シートカバー２２０に形成されるヒン
ジ部３００と前記本体２１０に形成されて前記ヒンジ部３００と結合される電源連結部４
００とを含む。このとき、前記電源連結部４００は外部から印加される電源を供給される
。前記電源連結部４００に印加される電源は、電源供給装置により供給される交流あるい
は交流が整流された直流とすることができ、前記電源連結部４００に電源を供給する装置
は多様な構成を有することができる。
【００４１】
　前記ヒンジ部３００は前記照明部材２４０及び前記電源連結部４００と接続されて、前
記電源連結部４００に印加される電源を前記照明部材２４０に供給する。よって、印加さ
れた外部電源は、電源連結部４００、ヒンジ部３００及び照明部材２４０に形成される経
路を経由して前記照明部材２４０に印加される。
【００４２】
　まず、図３及び図４を参照してヒンジ部３００の構成を説明すると、前記ヒンジ部３０
０は、前記シートカバー２２０の内側に固定設置される接続部材３１０及び前記接続部材
３１０と前記照明部材２４０とを連結するためのリード線３２０を含む。
【００４３】
　前記接続部材３１０は、円筒状の本体３１１と前記本体３１１に結合される接続棒３１
３とを含んでおり、このとき、前記接続棒３１３の両端３１３ａ、３１３ｂが前記本体３
１１から突出されて外部に露出される。以下、前記露出する接続棒の両端３１３ａ、３１
３ｂを接続部材の第１端子３１３ａ及び第２端子１３１ｂと名付ける。
【００４４】
　一方、前記リード線３２０は他の部材に接続される第１及び第２端３２１、３２３を含
み、前記リード線の第１端３２１は前記照明部材２４０に設けられる接続端子（図示せず
）に接続され、前記リード線の第２端３２３は前記接続部材の第１端子３１３ａに接続さ
れる。
【００４５】
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　このとき、前記第１及び第２端子３１３ａ、３１３ｂと第１及び第２端３２１、３２３
とは、互いに異なる構成要素を説明するためのものであって、一つの構成要素を他の構成
要素から区別する目的として用いられる。よって、第１及び第２構成要素は、当業者の便
宜によって任意に名付けられる。
【００４６】
　また、前記接続部材の第１端子３１３ａは、前記リード線の第２端３２３との接続のた
めに前記リード線の第２端３２３と接触される位置にインサート部３３０を含むことがで
きる。
【００４７】
　このとき、前記リード線の第１端３２１と前記接続端子（図示せず）との接続、前記リ
ード線の第２端３２３と前記接続部材の第１端子３１３ａとの接続もしくは前記インサー
ト部３３０との接続は、スパット溶接、高周波溶接、レーザ溶接、ソルドクリームなどに
よって可能である。しかし、本実施例が前記接続方法を限定するものではない。
【００４８】
　前記リード線３２０は、前記シートカバー２２０に固定されるように、テープなどによ
り前記シートカバー２２０に付着することができる。
【００４９】
　図５ないし図７を参照して電源連結部４００の構成及びヒンジ部３００と電源連結部４
００との結合構成を説明すると、前記電源連結部４００は、前記接続部材３１０が結合さ
れるハウジング４１０、前記接続部材の第２端子３１３ｂと接続される電源連結端４２０
を含む。このとき、前記電源連結端４２０は前記ハウジング４１０の一側に形成される収
容部４１１に収容されることができ、前記ハウジング４１０の外部に突出されて露出され
る。
【００５０】
　前記接続部材３１０が前記電源連結部４００に結合される場合、前記接続部材３１０の
第２端子３１３ｂは前記電源連結端４２０に接続される。このとき、安定的な電源を供給
するためには前記接続部材３１０の第２端子３１３ｂと前記電源連結端４２０とが持続的
な接続を維持しなければならない。
【００５１】
　しかし、前記接続部材３１０及び前記電源連結部４００を加工する過程から発生する誤
差により前記接続部材３１０及び前記電源連結部４００の連結が不安定になる場合がある
。これにより、前記接続部材３１０の第２端子３１３ｂと前記電源連結端４２０との連結
状態も不安定となることがある。
【００５２】
　したがって、前記電源連結部４００は前記電源連結端４２０と前記接続部材の第２端子
３１３ｂとの接続状態を緊密に維持できるように、前記電源連結端４２０を前記接続部材
の第２端子３１３ｂ側に弾性加圧する弾性部材４３０を含むことができる。このとき、前
記弾性部材４３０は、前記電源連結端４２０が収容される収容部４１１に一緒に収容され
、コイルスプリングまたは皿バネとすることができ、前記電源連結端４２０を覆う形態と
することができる。
【００５３】
　また、前記電源連結部４００は、外部から湿気、水などの流入を防止するためにパッキ
ング部材４４０をさらに含むことができ、例えば、前記パッキング部材４４０は、前記電
源連結部４００が前記本体２１０と結合する結合部位に備えることができる。
【００５４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる実施例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技
術的範囲に属するものと了解される。
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【符号の説明】
【００５５】
　１００　　便器
　１０１　　便器口
　１０２　　タンク
　２００　　温水洗浄器
　２１０　　本体
　２２０　　シートカバー
　２２１　　第１カバー
　２２３　　第２カバー
　２２５、４４０　　パッキング部材
　２３０　　シート
　２４０　　照明部材
　２５０　　透過部
　２５１　　第１透過部
　２５３　　第２透過部
　３００　　ヒンジ部
　３１０　　接続部材
　３１１　　本体
　３１３　　接続棒
　３１３ａ　　接続部材の第１端子
　３１３ｂ　　接続部材の第２端子
　３２０　　リード線
　３２１　　リード線の第１端
　３２３　　リード線の第２端
　３３０　　インサート部
　４００　　電源連結部
　４１０　　ハウジング
　４２０　　電源連結端
　４３０　　弾性部材
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